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[要旨]	
近年、医療ニーズの多様化とともに⼦どもを取り巻く環境が変化してきた。しかし、診療報酬上の評価では、プレ

イルームの設置と必要物品の配置に終始し、施設基準は全く変わっていない。医療環境整備は、良質の医療提供には
⽋かせない要素であり、医療における⼦ども好適空間構築は喫緊の課題であると⾔える。そこで本稿では、79 編の
原著論⽂を精査し、医療環境に影響を与える因⼦として「物理的因⼦」「⼈的因⼦」「制度的因⼦」に分類した。その
結果、「物理的因⼦」のみに着⽬した研究が最も多く、「⼈的因⼦」「制度的因⼦」との関りを考察した研究が少ない
こと、事務職員の関与が⾒られないことが分かった。さらに、より良い医療環境には適切な「環境デザイン」「⾳環
境」の上に⽴った「⼈的因⼦」の関与が重要であると確認することができた。今後は、⾳、環境デザイン、備品等の
内部環境も併せて調査、考察し医療における⼦ども好適空間構築を進めたい。	
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1. はじめに 

1-1.医療環境をめぐる動き-診療報酬改定の流れ 
 

近年、医療従事者、患者や患者家族を取り巻く医
療環境、医療ニーズは多様化している。医療機関の
収⼊の根幹を成す診療報酬に関しては、平成 12 年
の診療報酬改定で「診療録管理体制加算」、平成 20
年には「医師事務作業補助体制加算」が新設された。
医療系事務職員(以下、事務職員と記す)の業務内容
に診療報酬上の評価がなされた。その業務には、診
療に関するデータ⼊⼒・管理、診療録等の記録物チ
ェック、医療専⾨職との連絡・調整、診断書等の⽂
書作成補助等、要求される事務職員の専⾨スキルは
⾼まっている。平成 22 年の改定では加算区分が細
分化され、よりきめ細かな評価で病院勤務医の負担
を軽減する体制を整え始めた。この傾向は、平成 28

年改定まで引き継がれており、医療環境改善の動き
は今後も進んでいくと思われる。 

現代医療の特⾊であるチーム医療においても、事
務職員の役割が議論されるようになった。厚⽣労働
省は、「チーム医療の推進に関する検討会 報告書（1）」
において、事務部⾨は「コーディネイト、連携業務」
などの役割を期待するとともに「患者・家族へのサ
ービス向上を推進する」役割を果たす必要があると
報告している。さらに、事務職員配置の効果として
「医師等の負担軽減、提供する医療の質の向上、医
療安全の確保を図ることが可能」であるとしている。
この報告書を⾒る限りでは、厚⽣労働省は、各種事
務職員導⼊の推進には肯定的であり、医療現場にお
ける事務職員を「患者、家族へのサービス向上」「医
療の質の向上」「医療安全の確保」を担う職種とし
て位置づけていることが分かる。 

⼀⽅、診療報酬改定の流れはそのほとんどが「医
療技術への評価」であった。しかし、平成 14 年か



	

	

ら、「⼩児医療」、平成 20 年からは「医療環境」へ
の取り組みに対する評価に⽬が向けられるように
なった（2）。⼩児⼊院医療管理料に「施設基準適合病
棟加算（3）」が新設された平成 14 年には、多くの論
⽂に取り上げられている。しかし、施設基準は「保
育⼠の常勤」「プレイルームの⾯積（内法で 30 ㎡）」
「発達段階に合わせた⼩児の成⻑発達に合わせた
遊具、玩具、書籍の整備」の３点が定められている
のみで、具体的な実施は病院に委ねられているのが
現状であり、⼦どもの環境がこの改定で解決された
とは⾔い難い。平成 30 年改定は、⼩児医療、周産期
医療の充実を始めとする「安⼼・安全で納得できる
質の⾼い医療の実現・充実」を⾻⼦としている。 

以上の事実より、事務職員は、正確な診療報酬算
定のみならず、チーム医療の⼀員として医療環境全
般に⽬を配る必要がある。しかしながら、医療環境
整備は看護師が中⼼となって推進されており、事務
職員は医療環境についての知識がないばかりか、教
育も全く⾏われていない。 

 
1-2.医療環境をめぐる動き-患者ニーズと社会の変
化 
 

社会の成熟に伴い、患者や患者家族は医療機関に
⼈的、物的両⾯における快適な環境を要求するよう
になった。「My Voice」による医療機関選択理由調
査（4）によれば、2013 年の結果では、最も多かった
理由が「アクセスのよさ」であり、「待ち時間の短
さ」「医師の説明のわかりやすさ」「医師の診察内
容」「スタッフの接し⽅、対応」が続いている。2007
年の同様の調査結果では「医療機関までの距離」「ス
タッフの接し⽅、対応」「医療技術のレベル」が上
位であった。2013 年の結果では、診察室、待合室の
雰囲気を重視している傾向もみられ、患者や患者家
族が多様なニーズを持ち、快適な環境下で医療を受
けたいという思いを持っていることが推測される。
医療は情報の⾮対称性を持つ（5）ため、すべての患者
が優れた医療環境を求めていると決めつけること
はできないが、少なくとも、世の趨勢であるといっ
てよいのではないか。医療機関は、患者ニーズに応
えるだけでなく疾病構造や社会構造の変化にも対
応していかねばならない。 
 
1-3.医療環境をめぐる動き-⼦どもを取り巻く環境
変化 

⼦どもを取り巻く環境も次第に変化してきた。平
成 14 年診療報酬改定により⼩児⼊院医療管理料に
新設された「施設基準適合病棟加算」は、少なから
ず医療機関が保育の重要性に⽬を向けるきっかけ
となった。浦添（2000）は、「今後の⼩児医療は単
なる治療に⽌まらず、こどもやその家族の⽣活の質
の向上を⽬指すこと」が重要であると強調し、医療
空間は、「治療空間であるとともにこどもの⽣活空
間でもある⼩児専⾨病院病棟を、こどもが成⻑する
場、とりわけあそび環境としての視点より捉え直す
ことの意義は⼤きい」とした（6）。⼤⻄（2001）は、
成⻑発展途上にある⼦どもにとって「⽣活は遊びそ
のもので、遊びは⽣活そのもの」であるとし、⼊院
中の療養⽣活も遊び環境が整備されなければなら
ないと強調している（7）。 

しかし、診療報酬上の評価では、プレイルームを
設置し、必要物品を置くまでで終わっており、「施
設基準適合病棟加算」の施設基準は新設以来全く変
わっていない。岡本（2013）は、⼩児病棟内の処置
室改善にあたっては、「意図が伝わらず⼾惑いや齟
齬、誤解が数多く⽣じた」と述べている。多くの問
題を抱えながらもプロジェクトが実を結んだのは、
多くの保育専⾨職の精⼒的な働きに負うところが
⼤きい（8）とも述べており、病院における保育専⾨職
の重要性が⽰唆されている。しかしながら、現在の
施設基準下では、たったひとりの保育⼠が⼦どもの
医療環境改善まで推進するには無理があり、さらに、
その業務特性から他職種の理解を得ることも難し
い。少⼦⾼齢化の流れの影響で医療は在宅化が進み、
⼩児科病棟は閉鎖の危機にさらされ、混合病棟に移
⾏しつつあるなかで、⼦どもの医療環境をより良い
ものにしていくためには、どの職種でも平易に理解
でき、実施可能な基準が必要である。 

2. 医療環境研究における問題点と研究⽬的 

医療環境の動きを診療報酬評価（医療従事者）、
患者や患者家族の両⾯から⾒ると、医療環境整備は、
双⽅ともに良質の医療提供には⽋かせない要素で
あり、事務職員のかかわりが重要であることも⽰唆
されている。しかし、未だ事務職員は医療環境に携
わるための⼗分な知識と教育の機会を得られてい
ない。 

また、⼩児科病棟の看護師は⼦どもにとってあそ
びが重要であることの理解は進んでいるが、環境改



	

	

善にどのように取り組んでよいか、具体的な検討は
⼗分になされていない（9）。総じて、医療環境におけ
る構成要素の整備、要因の検討が⼗分になされてお
らず、筆者らが検索した範囲では、⽂献整理も⼗分
に⾏われていない。 

本学は平成 29 年度⽂部科学省「私⽴⼤学研究ブ
ランディング事業」に採択され、⼦ども好適空間研
究拠点として研究活動を開始した。 

そこで、本稿では、⼦ども（本稿では「病児」を
指す。以下病児と記す）を対象とした医療環境を中
⼼とした先⾏研究（先⾏事例）を基に⽂献整理を⾏
い、「⼦ども好適空間」構築のための知⾒を得ると
ともに、事務職員および保育専⾨職に必要な知識・
技能の整理を⾏うことを主な⽬的とした。これによ
り、医療環境が「⼦ども好適空間」に⽣まれ変わり、
病児の療養環境がより最適なものとなることを確
信するものである。 

3. 研究⽅法 

研究は以下のⅠ・Ⅱのプロセスに従って⾏う。 
【研究Ⅰ】環境因⼦の分類 

⼦どもにおける医療環境に関する原著論⽂を検
索し、⽂献整理を⾏う。分類のフレームは、1980 年
に 世 界 保 健 機 構 （ WHO ） が 採 択 し た ICF
（ International Classification of Functioning, 
Disability and Health 国際⽣活機能分類）を⽤いた
（10）。ICF は、⼈間の⽣活機能と障害を⽣活機能に
着⽬して、分類しており、⽣活機能に影響する「⼼
⾝機能・⾝体構造」「活動」「参加」「環境因⼦」
で構成され、すべての因⼦について分類できる特徴
を持つ。 

 

図表 1.⽣活機能モデル（11） 
	

ICF 活⽤について WHO は「ICF は、障害のある
⼈だけに関するものとの誤解が広まっているが、
ICF は全ての⼈に関する分類である。あらゆる健康
状態に関連した健康状況や健康関連状況は ICF に
よって記述することが可能である。」としており、
筆者らは本研究のフレームとして最適であると判
断した。本研究では約 1,500 項⽬のうち、研究に最
も関係が深い「環境因⼦ 74 項⽬」を使⽤すること
とした。本稿では、各項⽬に振られている番号を「環
境因⼦コード」と呼ぶこととする。 

まず、収集した先⾏研究を読み、当てはまる環境
因⼦コードを振る。環境因⼦に当てはまらない⽂献
は排除し、複数の因⼦に当てはまる場合は環境因⼦
コードを併記しておく。	

整理が終わったら、必要であれば因⼦をカテゴラ
イズし、関係性を図に表す。ここまでの作業で「⼦
ども好適空間」関係する因⼦が抽出される。カテゴ
ライズには、鈴⽊（1997）による患者の⽣活環境分
類（12）を⽤い、「物理的因⼦（数値化できる因⼦）、
⼈的因⼦（⼈との関わりが影響する因⼦）」を軸とし
て関係性を表すこととした。 
 
【研究Ⅱ】特定の因⼦における先⾏事例の考察 

医療環境研究において重要であるにも関わらず、
研究が⼗分に進んでいない「⾳環境」「環境デザイ
ン」の２因⼦について考察を試み、医療環境への応
⽤の可能性を検討する。 

 
対象⽂献の検索は主として「Google Scholar」を⽤

い、必要に応じて「CiNii（13）」を使⽤した。「医療
環境・⼩児」の検索結果が約 16,000 件に上ったた
め、「医療環境」を研究⽬的とする原著論⽂に絞り、
276 件を抽出した。さらに、「医療環境 ⼩児・プ
レイルーム」で検索された 327 件と「遊び環境・医
療」で検索された 316 件を併せて検討し、本研究の
⽬的に合致した原著論⽂ 79 編を決定した。 

4. 研究結果 

4-1.ICF による因⼦分類と因⼦間の関係【研究Ⅰ】 
	

対象となる 79 編の原著論⽂を「キーワード」「研
究テーマ」「要旨」等を総合して精査し、ICF の環境
因⼦に最も当てはまる因⼦を１つだけ選んで分類
した。その結果を図表 2 に⽰す。なお、物理的因⼦



	

	

における「⼈によって作られる環境」は ICF の「教
育⽤の製品と⽤具」「公共の建物の設計・建設⽤の製
品と⽤具」を指し、「⼈がもたらす環境変化」は ICF
の「光」「⾳」「空気の質」を指すものとする。また、
第 4 章態度については、該当が１編のみであったた
め、⼈的要因の専⾨職に含めることとした。 

 
第 1 章 製品と⽤具 
130 教育⽤の製品と⽤具 1 
150 公共の建物の設計・建設⽤の製品と

⽤具 
31 

第 2 章 ⾃然環境と⼈間がもたらした環境変化 
220 植物相と動物相 1 
240 光 1 
250 ⾳ 12 
260 空気の質 1 
第 3 章 ⽀援と関係 
310 家族 7 
355 保健の専⾨職 9 
360 その他の専⾨職 6 
第 4 章 態度 
450 保健の専⾨識者の態度 1 
第 5 章 サービス・制度・政策 
575 ⼀般的な社会⽀援サービス・制度・政

策 
3 

580 保健サービス・制度・政策 6 
図表 2.ICF による先⾏研究の分類 

（右欄の数字は ICF 環境因⼦に当てはまる原著論⽂数 
 を表す） 
 
 
分類作業中、複数の因⼦が含まれている論⽂が相

当数⾒られたため、因⼦同⼠の関係性を鈴⽊の分類
に従って整理しなおした。その結果は図表 3 に⽰し
ているが、各因⼦の枠内の数字が図表 2 の結果であ
る。⽮印につけてある数字が各因⼦の関係性を研究
した論⽂数である。 

医療環境をテーマとしていることと、プレイルー
ムをキーワードに検索したことを併せれば、物理的
因⼦が最も多い（32 編）のは当然であり、⼈的因⼦
との関わりまで考察された研究は少なかった。しか
し、医療という特殊な環境下における環境改善の動
きが多く読み取れた。プレイルームには点滴棒が持
ち込まれ、マスクや消毒液等の感染防⽌⽤品も置か 

 
図表 3.⼦どもの医療環境に影響を与える因⼦ 

（抽出した原著論⽂ 79 編より⿊野が分類。数値は原 
著論⽂数を表す。） 

 
 
なければならない。無機質な医療⽤具は⼦どもの恐 
怖⼼や不快感を増幅させ、好奇⼼を奪う。先⾏研究
を⾒る限りでは、医療機関の最も⼤きな解決課題は、
⼦どもの恐怖⼼を緩和することにある。絵本や玩具 
の選定にも気を配り、好奇⼼を持てる遊び環境を作
り上げていく必要があるが、先⾏研究からは、多く
の先進的な改善事例が⾒られた。⼦どもの恐怖がど
こから由来するかの根拠も明らかにされており、参
考になる点が多くあった。岡本ら（2013）の推進し
た HART プロジェクトによる処置室の改善では、
キーワードに「恐怖緩和」を挙げ、⼦どもだけでな
く、患者全体の恐怖も和らげることを⽬指している。
岡本のプロジェクトでは、幼児向けのキャラクター
を⼀切使⽤せず、オリジナルのグラフィックデザイ
ンを調所に配置し、病児のみならず⼤⼈の患者や医
療関係者、患者家族にも安⼼感を与える環境を構築
している。 

アンデルセン⼦ども病院の保育⼠ Mette Sorang 
Kjær ⽒は、⾃⾝の経験から、患者家族の⽅が恐怖は
⼤きく、⼤⼈の恐怖が病児に悪影響を与えていると
主張し、安⼼して治療を受けられる医療環境の改善
を進めている（14）。アンデルセン⼦ども病院では、⼤
⼈が⼦どもに与える弊害をなくすため、患者家族の
恐怖を緩和できるくつろぎのスペースが⼀定間隔
で設置されている。病院⽞関には、⼦どもが遊べる
遊具のほか卓球台やソファなどが置かれている（図
表 4）。どの施設も家族は元気に遊ぶ⼦どもを⾒守り



	

	

ながらゆったりと過ごすことができ、⾃然に恐怖感
が緩和される⼯夫がなされている。同⽒によれば、
図表 4 に⽰したエントランスでは病児がトランポリ
ンで遊ぶ傍ら、両親が卓球に興じていることも多い
とのことである。「病院のこども憲章（15）」には、病
児に対する親の役割として、⼦どものケアとサポー
トを挙げている。医療関係者は「⼦どもの恐怖」の
みを重要と捉えがちであるが、親が適切なケアやサ
ポートを⾏うためには、親⼦の恐怖感や不安感を取
り除く必要がある。法橋ら（2005）は、病院の敷地
内や隣接地に設置され、精神的ケアを受けながら家
族でゆったりと過ごせる「ファミリーハウス」の効
果を報告しているが、国内ではまだ⼗分な認知がな
されていない。患者家族の恐怖軽減をテーマにして
いる研究は、筆者らの検索範囲からは⾒当たらなか
った。本問題は、今後の研究課題になるだろう。 

 

 
図表 4.アンデルセン⼦ども病院エントランス 
（2019 年 3 ⽉ 1 ⽇筆者撮影 撮影許可済） 

 
環境改善の評価は、改善前後のアンケートおよび

ヒヤリングがほとんどであり、概ねその結果は好評
であった。特に、阿部（2013）の「ベッド・サイド・
ミュージアム」の取り組み事例は、病児の⽣き⽣き
とした姿を表出した好事例であり、筆者らの研究に
重要な⽰唆を与えた。阿部の調査からは、⼦どもは、
「限られた空間や環境設備を細部にわたり観察」し、
「限られたものから物語を広く発展させる」という
特徴を持つことを明らかにした。狭いベッドサイド
であっても⼦ども好適空間創出の可能性が⾒出せ
る。しかし、診療報酬上の評価は、プレイルームに
広さと配置⼈員によってなされており、⼦どもの特
性は⼗分に考慮されておらず、医療機関での病児の
環境が快適なものであると⾔い切ることはできな

い。医療環境の整備に携わる者は、病児理解の上に
⽴った空間設計を遂⾏する必要がある。	
	

4-2. 医療現場における⾳環境【研究Ⅱ】先⾏事例	
	

医療現場における⾳環境の問題の１つとして、待
合室や診察室の会話が漏れ聞こえてしまうスピー
チプライバシーの問題が挙げられる。スピーチプラ
イバシーとは会話の内容がその場所にいる第三者
に聞こえてしまう状況を防ぐことを意味しており、
1950 年代から欧⽶で研究が始まった考え⽅である。
個⼈情報や機密情報を取り扱う医療・⾦融・⾏政機
関等だけでなく、近年はオフィス環境にもこの考え
⽅が取り⼊れられるようになってきた（佐藤ら 
2008）。 

このスピーチプライバシーの問題について、コク
ヨエンジニアリング＆テクノロジーが 2017 年に全
国の医師 100 名と過去 1 年以内に病院で診察を受け
た患者 100 名を対象とした「病院の⾳環境」に関す
るアンケートによると、医師・患者の 7 割が診察中
に周りの病室や診察室、待合室から他⼈の会話が聞
こえてきて気になっているという結果が明らかと
なった。また、医師の 61％と患者の 56％が、会話
漏れが気になることで安⼼して診察を⾏えない、受
けられないと答えている⼀⽅、病院として会話漏れ
対策を⾏っているのは 1 割未満という結果であった。
今後、会話漏れに配慮したいという医師は 85%、病
院は会話漏れ対策を⾏うべきだと考える患者は
95%と共に⾼い値だったことから、これからの医療
現場の⾳環境における課題の１つであることが伺
える。 

調剤薬局におけるスピーチプライバシーの実態
として、⼩⼭ら(2013)の研究では、待合領域⾯積あ
たりの処⽅箋受付回数が増えると、スピーチプライ
バシーに関わる問題も⽐例して増加する傾向が⽰
され、待合領域の混雑度が問題発⽣に影響する可能
性が指摘されている。また、⼩⼭らの関連研究であ
る星ら(2013)の研究では、①都市部に多く⾒られる
床⾯積が⼩さく待合室も狭い典型的な薬局、②ドラ
ッグストアと⼀体化した⾮常に広い空間を持つ薬
局、③郊外に⽐較的多く⾒られる待合スペースが広
く天井も⾼い薬局、の３店舗について⾳環境を測定
し、⽐較を⾏った。その結果、薬局の⼤⼩に限らず
服薬指導⾳声が待合席まで明瞭に届いてしまう可
能性があることが明らかとなっている。 



	

	

会話から漏れ聞こえてしまう情報やプライバシ
ーをどのように保護するかについては、①室内の吸
⾳処理（Absorb）、②遮⾳・距離減衰による⾳の遮断
（Block）、③漏れてくる⾳をマスキングで聞こえに
くくする（Cover Up）の３点を意識することが必要
とされ、それぞれの頭⽂字を取って⼀般的にABCル
ールと⾔われている。これらを解決する⼿段として、
⾳楽など別のノイズで会話を聞こえなくさせるだ
けでなく、近年では茂出⽊ら(2011)にみられるよう
に、会話⾳声に対して聴覚マスキングが効果的なよ
うに、特殊なフィルタ加⼯を施す⼿法についての提
案がなされている。また、情報マスキング⾳を活⽤
したサウンドマスキングシステムが開発され、⽇本
ではヤマハやコクヨなど、⾳響関連メーカー各社か
ら発売されているが、価格帯が 10 万円〜100 万以
上と⾼価であり、医療現場への導⼊が進んでいると
は⾔い難い現状がある。 

⼀⽅、医療現場で問題とされる⾳環境は、スピー
チプライバシーには留まらない。⼭⽥ら(2003)は、
病院における騒⾳の実態を病棟の条件別に⽐較・検
討を⾏い、東京及びその付近の 3 つの病院において、
病棟内で 24 時間騒⾳レベルの測定を⾏った。その
結果、いくつかの病棟では 10 分間の等価騒⾳レベ
ルが 60dB を超えていたことが明らかとなった。
60dB は⼀般的にうるさいと感じる⾳であり、その
ような状況の中会話を⾏うのであれば、声を⼤きく
出さなくては、話の内容が聞き取れないレベルの騒
⾳である。ここでの主な騒⾳源は、⾜⾳、会話、配
膳⾞の移動⾳などであり、騒⾳レベルは病棟や病室
の設計計画により差があることが⽰された。また、
併せて⾏った⼊院患者と看護師を対象としたアン
ケート調査によると、多くの⼊院患者が気になる騒
⾳として⾜⾳、会話、医療機器からの騒⾳を挙げて
おり、夜間や深夜の寝ているときや、⾝体の状態が
悪いときに騒⾳が気になっていることが明らかと
なっている。 

藤岡ら(2014)は ICU 内での⾳環境について看護
師と患者両⽅にアンケート調査を⾏い、「モニター
アラーム⾳」に対して看護師は配慮を⾏っていたが、
患者と看護師の間で「空調の⾳」「他患者の声」に対
する意識の相違が⽰された。ICU は⼀⽇中⼈の出⼊
りがあり、患者にとって聞き慣れない機械⾳や話し
声が常時発⽣している環境であるといえる。ICU の
⾳環境に対して、患者は「不明な⾳」と捉えており、
「何の⾳か分からなくて不安。説明があればよかっ

た」という意⾒が聞かれたが、⾳環境について患者
に説明を⾏っている看護師は 3 割しかいないという
結果であったことから、⾳環境は⼈的な説明によっ
て不明な⾳や不安な⾳という意識が解消される可
能性も⽰唆されている。 

最後に、病院待合室における⾳環境に関する調査
としては豊増ら(2004)の研究が挙げられる。患者が
⻑い待ち時間を過ごしている病院の待合室には、多
くの⼈が出⼊りし、⼈の声や機械の⾳、絶え間ない
アナウンスの⾳等、さまざまな⾳が存在している。
⽇本においては、公共公益施設の室内における変動
騒⾳の許容値や⽬標値は⽰されていないため、騒⾳
影響に関する室内指針と待合室での測定値を⽐較
したところ、測定をおこなった全ての待合室で指針
の基準値を上回っていることが明らかとなった。ま
た、待合室の利⽤者と病院スタッフにアンケート調
査をおこなったところ、どちらも「患者さんたちの
会話がうるさい」と回答する割合が最も⾼く、放送
の呼び出し、空調の⾳、事務機器の⾳、⾞椅⼦・ス
トレッチャー等の⾞輪の⾳を上回ってうるさいと
感じていることが⽰された。 

このように、医療現場における⾳環境に関する先
⾏研究からは、さまざまな問題が明らかとなってい
る。病児にとって好適な医療現場の⾳環境を構築す
るには、待合室や診察室、病棟におけるスピーチプ
ライバシーの問題を解決し、病室や診察室、待合室
での⾳環境をどのように改善できるかという視点
の他に、⾳環境を改善することで、医療空間に対す
る不安をどのように軽減することができるかとい
う視点も必要となる。今回は医療現場における⾳環
境の点から論じたが、今後は⼦どもが過ごす場であ
る保育園や幼稚園における⾳環境の知⾒も含めて
検討し、医療現場において⼦ども好適空間を構成す
る⾳環境の要因について明らかにしていく必要が
ある。 

4-3.医療施設における室内環境デザイン【研究
Ⅱ】 

医療施設の室内空間を構成する基本要素は、⼀般
に「⼈の動線」と「物の動線」の２要素とされてい
る。「⼈の動線」を構成する医療施設の利⽤者として
は、「患者（外来・⼊院）、来訪者（家族・⾒舞い客）、
医療提供者（医師・看護・コメディカル）、サービス
（メンテナンス、委託業者など）」に分類することが



	

	

できる。「物の動線」としては、「医療機器や薬品な
どの医療物品、リネンや看護⽤品」などが挙げられ
る。これらの利⽤者や物品が移動する動線は各々異
なっており、医療施設の規模の⼤⼩にかかわらず、
利⽤者、物品、それぞれの動線が無⽤に交錯するこ
とのない計画がデザインの前提条件である。この動
線の複雑さが他の⼦ども関連施設とは異なる、医療
空間の特質であるといえる。 

動線を配慮した医療施設の平⾯計画として、最⼩
限度のスタッフにより運営される⼩規模の診療所
においては、医療スタッフが短い動線で往き来する
ことができ、かつ患者の動線と交錯する事が少ない
診察室と、処置室を並⾏に配置した「中待合型診察
室・処置室」を採⽤する場合が多い。 

⼀⽅、診察室や処置室、⼿術室の他に⼊院患者を
収容する病室を備えた⼤規模病院の場合には、治療
の場である診療スペースと、患者の⽣活とくつろぎ
の場としての病棟を別の視点で考えなければなら
ない。したがって、動線を考慮した平⾯計画の他に、
患者にとっての「居⼼地の好さ」もデザイン要素と
して求められる。 

病室における近代的デザインの嚆⽮となる事例
が、通称「ナイチンゲール病棟（16）」（図表 5）と呼
ばれる病室の配置である。「ナイチンゲール病棟」は
フローレンス・ナイチンゲールが著作「病院覚え書
き」において提唱し、19 世紀後半から 20 世紀前半
にかけて広く採⽤された平⾯構成である。 

「ナイチンゲール病棟」の病室は、細⻑い⻑⽅形
の病室に、20〜32 床のベッドを病室⻑辺側の壁に対
して直⾓に配置し、ベッド 1 床、または 2 床に対し
て１つの窓を設け、病室中央を廊下兼、ナースステ
ーションや患者のデイスペースとして使えるよう
に配置したものである。この配置の利点としては、
⼤きな病室全体を⾒渡しやすいことから、医療スタ
ッフにとっては患者の状態を管理しやすく、患者に
とっては医療スタッフとの間でコミュニケーショ
ンが取りやすいということと、窓が多く採光、換気

の条件に優れ、近代以前の病室環境と⽐較して快適
性が⾼いという点が挙げられる。 

⼀⽅、「ナイチンゲール病棟」の問題点としては、
⼤きな⼀室空間であることから、室温管理が難しい
ことや、視線、⾳が通りやすいことから患者個々の
プライバシーを保ちにくい、といった点が挙げられ
る。これに対する改善策として、20 世紀後半には病
室を 4〜6 床程度にパーテーションで区切り、パー
テーションに対してベッドを直⾓に配置した「ベイ
型」の配置が主流になる。（図表 6） 

ただし、「ベイ型」の配置では、ナイチンゲール病
棟の特⾊であった、医療スタッフによる患者の状態
の把握のしやすさや、採光条件の良さが失われてし
まうため、現代の病院設計においては、4 床１室の
病棟配置をベースとしつつ、敷地条件を考慮しなが
ら、壁や窓、設備類の配置に⼯夫を凝らし、良好な
採光条件と、コミュニケーション、プライバシーを
出来るだけ両⽴させることが課題となっている。 

⼦ども関連の医療施設デザインの先⾏研究とし
て、浦添ら（2000）は医療施設に必要な要素を「患
者の構成や⽣活特性、付き添い者の⾏動や⾯会⾏為
の領域特性、病棟看護婦の⾏動、看護単位の構成、
病室および付属諸室の平⾯構成、病室における個⼈
領域、デイスペースの使われ⽅、プレイセラピー・
学習環境（17）」とまとめ、さらに「あそび環境」より
⾒た病棟の建築計画の基礎的資料として、1965 年に
建設された「国⽴⼩児病院」（ベイ型病室配置 現存
せず）をフィールドとして⾏動観察調査を⾏い、あ
そび環境は⼈的因⼦に依るところが⼤きいが、病棟
計画という物理的因⼦も基本的な説明要因として
位置づけられることを明らかにし、⼩児病棟におけ
るプレイルーム箇所数の増⼤の必要性と、病室や廊
下にも遊べる空間としての配慮の必要があること
を⽰唆している。 

仲ら（2002）は国⽴⼩児病院に⼊院している⼩学
⽣以上の病児とその⾯会者に対して、「あそび環境」
としての病棟に対する要望の⾯会調査、質問紙調査



	

	

を⾏い、「病室のプライバシー」や「⼩さい⼦どもが
遊べる広場」「広い廊下」「図書館のようなところ」
「出⼊り⾃由な病棟」「テレビ、本、おもちゃが充実
している」といった「空間、設備」等の物理的因⼦
に対する要望が、「看護師、先⽣」といった⼈的因⼦
に対する要望よりも⼤きな⽐重を⽰すことを明ら
かにした。また、満⾜度についての調査では、プレ
イルームでは病室またはナースステーションから
の距離、プレイルームの配置、規模、玩具の充実度
が満⾜度に関係があることを明らかにした。 

岡庭ら（2014）は東海地⽅の病院の⼩児病棟にお
いて、カメラと調査票を⽤いたキャプション評価法
により、患者、家族、看護師に病棟各所の空間の印
象を評価させ、患者は楽しさや変化などの⾯⽩さ、
分かり易さ、季節感、⾃由度、病児に合わせたサイ
ズ、便利さを評価し、家族は空間全体の温かみ、楽
しさ、季節感・⽣活感、病児に付き添うときの機能
的な使いやすさの観点から空間を評価し、看護師は
かわいらしさ、楽しさ、看護、業務管理の機能性か
ら空間を評価することを明らかにした。先⾏研究で
は病棟の配置や距離といった機能的観点からの平
⾯構成を重視しているのに対して、岡庭らの研究は
病棟インテリアの⾊彩や素材感、壁⾯装飾に着⽬し
ており、２次元的な平⾯構成の意識のみならず３次
元的な空間構成や素材、⾊彩、インテリアエレメン
トの計画に着⽬している点に新規性があり、医療施
設における「⼦ども好適空間」の要件を考える上で
特に参考とすべき研究事例である。 

以上、医療施設における環境デザインの要素と歴
史と、病児に関わる医療施設環境デザインの先⾏研
究を概観した。 

医療法により機能分化された医療施設は、法制度
という「制度的因⼦」をベースに機能や⾯積が決定
され、そこで働く医療スタッフや患者の「⼈的因⼦」
の動線を元に平⾯構成や病棟配置が決定し、デザイ
ンプロセスが進⾏する。それに加えて「⼦ども」が
医療⾏為を受け、⽣活する⼩児病棟等においては
「物理的因⼦」として、あそび環境としての機能的
観点からの「物理的因⼦」の考慮と、インテリアの
素材感や⾊彩、壁⾯装飾、おもちゃ類や図書の充実
度といった、⼦どもの⼼理的観点からの「物理的因
⼦」が重要であることが先⾏研究により明らかとな
っている。医療施設における「物理的因⼦」につい
て、医療施設以外の⼦ども好適空間研究との⽐較お
よび内外の先駆的な医療施設の訪問調査により、機

能的観点、⼼理的観点、双⽅の観点から研究するこ
とが、医療空間における⼦ども好適空間の実現へ向
けた課題であるといえる。	

5. 考察とまとめ 

5-1. 環境因⼦の分類から⾒える医療環境改善の問
題点 

研究Ⅰで⾏った環境因⼦分類からは、物理的因⼦
の先⾏研究が多くみられ、医療環境改善に向けての
新たな知⾒が得られた。物理的因⼦と⼈的因⼦との
関係も確認できたが、その関係は密接であるとはい
えない。また、病児の恐怖がどこから由来するのか、
快適な医療空間がどのような環境なのかは未だ明
らかにされていない現状であることも分かった。
Mette Sorang Kjær ⽒の語りが⼤きなヒントにはな
ったが、今後さらなるヒヤリング、調査、M-GTA 等
を⽤いた分析が必要である。 

5-2. 環境因⼦の分類と先⾏事例から⾒える医療環
境改善の傾向 

先⾏研究精査の結果、病児に対する医療環境改善
の特徴として以下の傾向が顕著であり、「⼦ども好
適空間」構築の指針となることが明らかとなった。	
	

【傾向１】病児を対象とした医療環境の中⼼課題は、
物理的因⼦が⼤きいが、その原因は、「⼈の動線」と
「物の動線」が複雑に⼊り組んでいることに起因す
る。 
【傾向２】医療環境を「⼦どものあそび環境」とし
て捉えて構築されたプレイルームは、保育⼠関与の
有無が⼤きく影響する。 
【傾向３】医療環境における⾳の問題はそのほとん
どが「会話」に由来する。会話の主体は、主に医療
者対患者、患者対患者、外来者の会話であり、どれ
も過ごしにくい環境要素となっている。 
【傾向４】病児を対象とした医療環境整備に問題意
識を持って臨んでいる職種は看護師、病棟保育⼠に
限られており、事務職員の関与は⾒られない。	
 

【傾向１】については、「物理的因⼦」の困難な状
況の解決が先決であることを⽰唆しているが、「⼈
的因⼦」との関わりを重視する研究も 12 編あり、



	

	

⼦ども好適空間には「⼈的因⼦」が重要であること
を踏まえて論じていく必要がある。特に事務職員の
関与を⽰す研究が皆無であったことから、事務職員
が⼦ども好適空間構築の重要なアクターとなりう
る教育の必要性が⽰唆される【傾向４】。	

【傾向２】については、多くの医療専⾨職が直⾯
している問題であるにも関わらず、「制度的因⼦」の
アクターである事務職員が、重要性を認識できない
環境にいることが問題であるといえよう。「物理的
因⼦」のアクターとして、看護師や保育⼠は積極的
に関与しており、医療空間構築に⼗分な知識を持っ
ていることが明らかとなった。事務職員は「制度的
因⼦」のみならず、多くの知識習得が必要となるだ
ろう。また、医療環境改善に関与する職種が、⼦ど
もの恐怖に集中するあまり、家族の恐怖に⽬を向け
ていない現実も垣間⾒ることができた。医療機関の
顔ともいえる事務職員、保育専⾨職、医療専⾨職が
協働して改善を進める必要があるのではないか。	

【傾向３】についても、すべての職種が意識する
必要がある。スピーチプライバシーのみならず、多
くの⾳にさらされている現状では、医療機関は好適
空間とはいえない。	

「室内環境デザイン」「⾳環境」の理解は、⼦ども
好適空間を構築するための重要な基盤となること
が⽰唆され、事務職員および保育専⾨職の学ぶべき
課題が明らかとなった。	

6. おわりに−研究の限界と今後の展望 

本稿では、医療空間において「⼦ども好適空間」
を構築するための重要な要素および問題点を先⾏
研究から抽出することを試み、４つの傾向を明らか
にすることができた。しかしながら、⽂献数が 79 編
と少なく、キーワードが適正であったかの検証も⼗
分にできていない。したがって、「物理的因⼦」と「⼈
的因⼦」の関係が希薄であるとは⾔い切れず、もっ
と多⽅⾯からのアプローチが必要であると筆者ら
は感じている。 
 本研究において、「環境デザイン」「⾳環境」の重
要性はもとより、より良い医療環境には「⼈的因⼦」
が⼤きく影響し、関与していることを先⾏研究より
明らかにすることができた。今後は、医療機関に出
向いて、⾳、環境デザイン、備品等の内部環境も併
せて調査、考察し医療における⼦ども好適空間構築
を進めたい。 
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